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表彰制度規程

（趣旨）
第 1条　本会定款第 45条，同 66条及び同 5条第 1項第 8号に定める事業として，本会の学術領域に優れた業績が認
められた者の表彰及び若手研究者の育成に関し，必要な事項を定めるために本会表彰制度規程を設ける．

（種類）
第 2条　表彰及び若手研究者の育成のために次の賞を設ける．
　⑴　日本歯科保存学会学会賞（以下「学会賞」という．）
　⑵　日本歯科保存学会学術賞（以下「学術賞」という．）
　⑶　日本歯科保存学会奨励賞（以下「奨励賞」という．）
（審査対象）
第 3条　各賞の審査対象は，次のとおりとする．
　⑴　学会賞：本会における学会活動および役員，委員会等の履歴，あるいは歯科保存学に関する一連の研究
　⑵ 　学術賞：歯科保存学に関する一連の研究に対する 5編の原著論文で，この中の 1編以上は推薦年度を含む過去

3年度間に本会の発行する学術雑誌（以下「本会機関誌」という．）に掲載されているもの
　⑶ 　奨励賞：応募年度を含む過去 3年度間に本会学術大会で発表し，本会機関誌又は他の学術雑誌等に掲載された

原著論文 1編
（資格）
第 4条　各賞は，次の各号に該当する者に授与する．
　⑴　学会賞：次のイであり，かつロまたはハに該当する．
　　イ，本会会員歴が 25年以上である．
　　ロ，本会の学会活動または役員会あるいは委員会における会務に関する貢献が顕著である．
　　ハ，本会機関誌への投稿等で本会の学術的発展に寄与した．
　⑵　学術賞：
　　イ，本会会員歴が 10年以上である．
　　ロ，前条第 2号の原著論文で 1編以上が筆頭著者である．
　⑶　奨励賞：
　　イ，前条第 3号の原著論文の筆頭著者である．
　　ロ，応募時に 40歳未満である．
（推薦・応募）
第 5条　各賞に対する推薦・応募は，次のとおりとする．
　⑴　学会賞は，本会理事の推薦によるものとする．
　⑵　学術賞は，前条第 1項第 2号に定める資格を有する者の応募とする．
　⑶　奨励賞は，前条第 1項第 3号に定める資格を有する者の応募とする．
（授賞数）
第 6条　各賞の授賞数は，次のとおりとする．
　⑴　学会賞は，毎年度若干名とする．
　⑵　学術賞は，毎年度 3名以内とする．
　⑶　奨励賞は，毎年度 6名以内とする．
（選考）
第 7条　各賞の候補者は，表彰委員会において審査選考する．
（決定）
第 8条　前条により選出された候補者は，常任理事会及び理事会の議を経て受賞者と決定する．
（表彰等）
第 9条　各賞の受賞者には，賞牌及び副賞を毎年総会時に授与する．
（細則）
第 10条　この規程の細則は，委員会及び常任理事会，理事会の議を経て別に定める．
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（規程の改廃）
第 11条　この規程の改廃は，委員会及び常任理事会の議を経て，理事会の承認を得なければならない．

　　附　則　
この規程は，平成 16年 6月 9日から施行する．
この規程は，平成 24年 4月 1日に一部改正し，施行する．
この規程は，平成 27年 6月 24日に一部改正し，施行する．
この規程は，平成 30年 6月 13日に一部改正し，施行する．
この規程は，令和 2年 7月 3日に一部改正し，施行する．
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表彰制度規程細則

（趣旨）
第 1条　本会表彰制度規程第 10条に基づき，学会賞，学術賞及び奨励賞の受賞候補者選考に関する必要な事項等につ
いて定めるため，本会表彰制度規程細則を設ける．

（選考基準）
第 2条　各賞の選考は，次のとおりとする．
　⑴　学会賞
　　イ，本会における学会活動，役員会あるいは委員会における会務に関する貢献が顕著であると認められる．
　　ロ，本会の学術的発展に大きく貢献したと認められる．
　⑵　学術賞
　　イ，論文の内容が，歯科保存学分野において一連の研究成果を得たものである．
　　ロ，論文の内容が，学術領域に大きく貢献したものである．
　⑶　奨励賞
　　イ，研究の方法や目的に新規性があり，将来その課題に関して更なる成果が期待できる．
　　ロ，臨床への示唆が大きく，十分な理論的背景を備えている．
（募集方法）
第 3条　各賞候補者の募集は，毎年度の本会機関誌第 4号及び第 5号において行う．また，学術賞及び奨励賞応募申
請書は，毎年度の本会機関誌第 5号に綴じ込むものとする．

（申請手続）
第 4条　各賞候補者の申請は，次のとおりとする．
　⑴　学会賞：本会理事の推薦によるものとし，次の書類を添えて当該年度の 12月 31日までに理事長に申請する．
　　イ，学会賞推薦申請書（所定の用紙）………1通
　⑵　学術賞：学術賞を希望する本会会員は，次の書類を添えて当該年度の 12月 31日までに理事長に申請する．
　　イ，学術賞推薦申請書（所定の用紙）………1通
　　ロ，申請論文の別刷又はコピー……………12通
　　ハ，共著論文の場合は，応募論文ごとの共著者の同意書…1通
　⑶　奨励賞：奨励賞を希望する本会会員は，次の書類を添えて当該年度の 12月 31日までに理事長に申請する．
　　イ，奨励賞推薦申請書（所定の用紙）………1通
　　ロ，申請論文の別刷又はコピー……………12通
　　ハ，共著論文の場合は，共著者の同意書…1通
（副賞）
第 5条　副賞の内容については，当該年度の諸般の事情を加味し，毎年，常任理事会において決定する．
（書類の返却）
第 6条　提出書類（論文別刷を含む．）は，返却しない．
（細則の改廃）
第 7条　この細則の改廃は，委員会及び常任理事会の議を経て，理事会の承認を得なければならない．

　　附　則　
この細則は，平成 16年 6月 9日から施行する．
この細則は，平成 24年 4月 1日に一部改正し，施行する．
この細則は，平成 27年 6月 24日に一部改正し，施行する．
この細則は，令和 2年 7月 3日に一部改正し，施行する．


